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緊急事態宣言発出に伴う運動会の延期等について（お知らせ） 

 

立夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、日頃は、本校の教育にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、７日（金）の菅首相による「新型コロナウイルス感染防止に向けた１２日（水）の

愛知県への緊急事態宣言の発出」会見を受け、当初予定しておりました行事や活動の実施方

法を下記のとおり変更させていただきます。児童の安全確保を第一とする趣旨をご理解いた

だき、ご協力をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ ５月２２日（土）実施予定であった運動会について  

  （１）実施日時の変更 

・平成３年６月２６日（土）に延期する。 

※保護者等の参観可。午前９時３０分～ 

             ※雨天の場合は６月２７日(日)に順延し、２６日(土)は休日、 

２８日(月)は代休日とする。 

             ※新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、再延期もある。 

 

  （２）運動会の延期に伴う諸対応 

           ・運動会開催日の延期に伴い、当初開催を予定していた５月２２日 

(土)は休日とする。 

           ・代休日予定であった５月２４日(月)は通常授業とする。 

※給食あり 

           ・６月２６日（土）に予定していた「授業参観」の代替日は設けず、 

            延期した運動会を「全校体育」として参観していただく。 

           ・延期した日程ならびに内容等は、５月６日(木)発出の「令和３年 

度『運動会』のご案内」のとおり。 

           ・運動会の延期に伴い、運動会練習の日程も変更する。 

 

２ 部活動について  

○実施開始日の変更 

・緊急事態宣言解除後の火曜日もしくは金曜日 

  ※最短で令和３年６月３日（金）より。 

・緊急事態宣言発出の延期等により、再延期もある。 

 

 

（問い合わせ先：常磐東小学校 教頭 伊奈良晃 電話４６－２１０８） 


